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①  

① 2月 10日・・・令和 4年 1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限                    

②  2月 28日・・・令和 3年 12月決算法人の確定申告期限（法人税・消費税・法人事業税等） 

③  2月 16日～3月 15日・・・令和 3年分 所得税の確定申告 

2月 1日～3月 15日・・・令和 3年分の贈与税の申告 

④  2月中で市町村の条例で定める日・・・固定資産税（都市計画税）の第 4期分の納付期限 

                              

   

①少額減価償却資産の特例・主事業以外の貸付を除外・・・中小企業であれば、1事業年度 300万円迄、 

30万円以下の事業用資産を全額損金算入できる特例がある。この場合「主要な事業」でない貸付用の資産は除

外された。20万円以下の資産を 3年間で均等償却する「一括償却資産の損金算入制度」についても同様だ。 

②交際費特例・・・現在、資本金が 1億円以下の中小企業が損金に認められる交際費の上限は、「交際費の 

うち飲食費の 50％か、800万円のどちらか多い方」の規定。2024年 3月末まで適用期間が 2年延長となった。 

③配当所得の課税方式・所得税と住民税を統一・・・上場株式の配当は、大口株主でない限り、その課税方式

を総合課税か分離課税か申告不要かを任意に選択することが可能だが、大綱では統一することとした。 

所得税を総合課税、住民税を申告不要としていた人は実質増税となるので一定の経過措置を設けるようだ。 

令和 4年 2月の税務と提出期限 

今月の気になった記事  （2022年大綱） 
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電子帳簿保存法は、2年後（令和 6年 1月）迄の猶予！ 
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令和 6年から相続不動産を 3年以内に所有権移転登記することが義務化され、怠れば 10万円以下の過料が科

されます。相続不動産を登記手続きしないで放置した所有者不明の土地が増加したことから、自治体の公共事

業が困難になり、固定資産税の未納問題等により、令和 3年 4月に不動産登記法と民法が改正されました。 

 

1.相続不動産を登記しないでおくと 6つのリスクが。 

①不動産の売却や担保設定ができない・・・非常時に換価できないことも。 

②権利関係が複雑になる・・・相続が 2回以上続くと、相続人の数も増え、調査や相続登記の手続きが複雑 

③不動産が差し押さえられる可能性が・・・相続人の中に借金がある人がいると差し押さえられる事が 

④認知症発症で遺産分割協議ができない・・・認知症発症により相続人の判断能力がなくなると、成年後見

人をつけないと遺産分割協議に参加できなくなる。 

⑤必要書類の入手が困難になる・・・所有者が死亡していれば、登記に必要な書類を手に入れるのが困難と

なり住民票や戸籍謄本は、役所の保存期間を超えてしまうと手間が増える。 

⑥不動産が荒廃する・・・登記上の所有者が死亡していて名義変更されていないと、誰もメンテナンスしな

いで荒廃した空き家となり、自治体から「特定空き家」に認定されると建物撤去等の費用がかかる。 

                                   

2.所有する不動産の名義人の住所・氏名が変更した場合にも、変更登記を義務化 

2026年以降、名義人の住所に変更があった場合には、2年以内に変更登記をしないと 5万円以下の過料を 

科されてしまう。住所だけでなく、結婚・養子縁組により氏名が変更した場合も同様だ。不動産の名義人が

会社である場合も、名称変更や本店移転があれば変更登記が必要です。 

                         

 

 

 

【所得税の確定申告・ミニ知識】 

 1）シルバーセンターでの収入？ 

年金収入があり、その他にシルバーセンターの収入がある場合は、金額により確定申告の必要があります。

年金収入が 400万以下で、その他の所得が 20万円以下であれば申告不要です。シルバー人材センターでの収

入は、雑所得に該当し、収入（配分金）から必要経費を引いて 20万を超えていれば、申告が必要です。 

（しかし、住民税の申告は必要となる場合がありますので自治体で確認が必要です。） 

2）ネットオークションサイトでの売却？ 

 メルカリやヤフーといったネットオークションの市場規模は、経済産業省の調査によれば 1兆円を超えると 

 いう。一定の利益が出ていれば申告をしなければと心配をする向きもあろうかと思うが、日用品の処分とし

てのネットオークションなら、税金がかかることはない。しかし、ネットオークションで売却する事を目的

として、商品を仕入れ、継続的に売買を繰り返した場合には、商売として申告する事が必要です。 

3）不動産売却で譲渡損失の場合には確定申告は必要？ 

個人が土地または建物を譲渡して所得金額を計算したら譲渡損失となり、同じ年度中に他の土地・建物の 

譲渡所得（もうけ）から控除できます。ただし、控除しきれない損失は他の所得と損益通算はできません。 

所得税の特例を利用する場合には、申告が必要となります。  

相続登記の義務化は 2年後（令和 6年 4月）からです。 

 

 


